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１　序論

　特許請求の範囲は、特許権による保護を求める発明

を特定する役割を担うとともに、権利書の役割を果た

すものであり、特許発明の技術的範囲がこれに基づい

て定められる。特許発明の技術的範囲の広狭は、実際

に取得した特許権を基礎にしたビジネスモデルを展開

する上で極めて重要な概念である。このため、出願人

は、特許出願から権利化に至るまでの権利形成過程に

おいて将来の特許活用時における各種事業環境や市場

動向、或いは事業のビジネスモデルを十分に先読みし

つつ、キーとなる技術的特徴を中心とした特許請求の

範囲の最適化を行うことに加え、できる限り広い技術

的範囲となるように構成要件を定義するのが一般的で

ある。出願人は、この特許出願から権利化に至るまで

の権利形成過程において、自社の知財戦略上、特許請

求の範囲の記載を最適化するための権利化実務を行う

必要がある。

　ちなみに、この権利形成過程における権利化実務と

しては、創出された発明に基づいて特許請求の範囲を

記載し、また出願から権利化に至るまでの権利形成過

程において特許請求の範囲の記載に反映される全ての
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実務を言うものとする。そして、この権利化実務は、

大きく分類して、1. 出願前の先行文献調査を行い、

対比判断を行うステップと、2. この 1. における対比

判断結果を通じて実際に定義すべき構成要素を検討

し、これを特許請求の範囲の記載に反映させるステ

ップに分類できる。この中で特に 2. は、1) 創出され

た発明に基づいて特許請求の範囲（明細書）を作成

すること、2) 進歩性欠如等の拒絶理由に対して引用

文献と構成上の差異を明確にすべく特許請求の範囲

を補正すること、の２つに更に分類することができ

る。

　実際に、この権利形成過程における権利化実務に対

して何らかの改善の余地がある場合、その根本的な原

因をあくまで、競合他社との比較において客観的かつ

定量的視点により俯瞰することにより、探索したい場

合がある。また、自社と競合他社間で、特許請求の範

囲の記載の権利形成過程における権利化実務傾向を定

量的視点で相対比較することにより、新たな改善策を

見出したい場合もある。

　しかしながら、出願から権利化に至るまでの権利形

成過程において、その権利化実務につき、企業間にお

いて、より実体的な定量的差異として現れるか否かが

不明であった。勿論この企業間における権利化実務、

ひいてはこれが反映される特許請求の範囲の記載につ

いて差異があることは定性的には分かることではある

が、定量的に数値化することにより、新たな改善策を

案出する上での論理性や説得力を向上させる必要があ

った。

　仮にこの権利形成過程における権利化実務につい

て、企業間で定量的な差異として現れるものであれば、

かかる権利化実務の差異に基づいて生まれる特許請求

の範囲の記載、ひいてはその技術的範囲の広狭等を十

分考察することにより、改善策を見出す上での新たな

判断材料として役立たせることが可能となる。これに

対して、権利形成過程における権利化実務について、

企業間で明確な定量的差異として現れない場合には、

知財戦略を案出する上でこれを一つの判断材料として

参照する意味も薄れる。

　そこで、本研究では、「特許出願から権利化に至る

までの権利形成過程において特許請求の範囲の記載に

反映される権利化実務傾向が企業間において特有の定

量的差異として現れる」という仮説を検証することを

目的する。

２　従来の研究

　この権利形成過程における特許請求の範囲の記載に

反映される権利化実務を企業間で定量的に相対比較す

るためには、あくまで特許請求の範囲の限定度合、ひ

いては技術的範囲の広狭に応じた定量的パラメータを

使用することが望ましい。特許発明の技術的範囲は、

広くすれば様々な特許の活用機会を創出でき、また狭

くすればその分において法的安定性（特許率を含む）

を向上できる反面、当該特許発明に近似する他社技術

（いわゆるイ号物件）が特許発明の技術的範囲から逸

脱してしまう可能性が高くなる。即ち、この特許請求

の範囲の限定度合、ひいては技術的範囲の広狭は、知

財戦略上重要な概念となる特許発明の技術的範囲の広

さと特許の法的安定性の両概念が如実に反映される指

標であるためである。

　特許請求の範囲の記載に対して定量的指標を利用し

てアクセスする研究としては、従来では、安善、原、

Iwayama らによるテキストマイニングを利用したキ

ーワード検索手法が主であった [1] ～ [3]。 

　しかし、近年において請求項記述で多用される、い

くつかの定型的表現を手がかりとして利用した請求

項の構造解析手法も新森らにより提案されている [4]。

但し、この先行研究では、あくまで請求項の可読性を

向上させることを目的としていることから、上述した

課題の解決には至らない。

　また谷川らにより、発明本質抽出度、発明展開度、

強靭度、実施可能担保度等の各種目的変数を、それぞ

れ特許請求項の数、特許請求項のカテゴリー展開の

数、請求項 1の特徴部の文字数や前提部の文字数等

の定量的指標を介して評価する手法も提案されている

が [5]、特許発明の技術的範囲の広狭との相関関係に

ついて特段の検証がなされていない。

　ところで近年、安彦らにより、特許請求の範囲の

限定度合をあくまで特許発明の技術的範囲の広狭に

対応させることを前提として、これを定量的に抽出

するための各種研究を行われ、また様々な数値化ス

キームが開発され、各種提言が行われてきた [6] ～

[8]。その中で提案された、定量的指標 “格成分数” は、

特許請求の範囲に定義されている動詞に係り受けす

る名詞（名詞句を含む）のうち、動詞による命題を

実現するための動作開始条件となり得る要素をカウ

ントして数値化するものである。既に文献 [6] におい

て、一請求項分の総格成分数が、当該請求項の記載

に基づいて定められる特許発明の技術的範囲の広狭

と良い相関を示すことを実際の判例分析を通じて学

術的に検証している。この格成分数について、次節

で簡単に説明をする。

３　本研究で使用する定量的指標 “格成分数”

　先ず簡単な例として「被写体をカメラにより撮像し、
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これをメモリに記憶する」場合を特許請求の範囲に記

載する場合について考えてみる。即ち、この構成を発

明特定事項として捉えて特許請求の範囲において定義

する際には、先ずカメラにおいて、被写体の画像を取

得するという命題が実現されていなければならない。

そして、メモリにおいて、かかる画像を記憶するとい

う命題が実現されていなければならない。

　この命題を実現するための構成を特許請求の範囲に

記載する際に、ある明細書作成者は、下記 A-1) のよ

うに記載する。

A-1）「被写体の画像を撮像する撮像手段と、上記撮像

された画像を記憶する記憶手段と」

　撮像手段（カメラ）において、“被写体の画像を取

得する” という命題を実現するために必要な動作は、

被写体を撮像する１動作であり、また記憶手段（メモ

リ）において、“画像を記憶する” という命題を実現す

るために必要な動作も１動作であり、元の被写体から

記憶手段（メモリ）に画像を記憶させるという命題実

現までに必要な動作数は、合計２であることが分かる。

ちなみに、これら動作数は条件数と考えることも可能

であり、命題実現までに必要な条件数は合計２と考え

ることもできる。

　このように単語の抽出の仕方そのものを、各構成要

素の命題の成否に対応させる考え方を取り入れた最小

抽出単位として新たに提案したものが、格成分数であ

る。格成分における格とは、動詞が自らの帯びている

語彙的意味に応じて、文の形成に必要な名詞又は名詞

句の組み合わせを選択的に要求する働きであり、いわ

ゆる格支配と言う。この格成分数は、命題の同一性を

判断基準とすることによる明細書作成者間のバラつき

の防止と、カウント精度の向上の双方を同時に実現で

きる点において有用である。

　また、他の例として、構成要素 “信号生成手段” が

下記の B-1) により定義されているものとする。

B-1）「ユーザからの要求に応じて駆動信号を生成する

信号生成手段と、～」

　このとき、信号生成手段に係り受けする「生成す

る」という動詞の動作を実現・完成させるために、「ユ

ーザからの要求（に応じて）」「駆動信号（を）」とい

う名詞句を要求する働きが格支配であり、これら名詞

（句）が格成分である。そして、「ユーザからの要求（に

応じて）」「駆動信号（を）」といった名詞句が、それ

ぞれ「生成する」という動詞に対して「動作開始条件」

「対象」といった格成分としての役割を担う。

　図１は、この構成要素 “信号生成手段” の格支配関

係を模式的に示したものである。

　動詞「生成する」は、この格成分としての名詞（句）

により規定される条件によって自らの命題が実現され

る。上記例で言うならば “生成する” という動詞によ

る命題を実現するための動作開始条件として、“ユー

ザからの要求に応じて” いなければならず、さらにそ

の対象として “駆動信号” を生成しなければならない

ため、これら２つが動詞による命題実現のため条件数

となっている。

　そして、この動詞による命題実現のための条件数（例

えば、対象、時期、始点、材料、付帯状況、媒介）が

増加するほど、実際に動作が開始されるまでに条件を

満たすか否かの判断のステップ数が増加することにな

る。図１で言えば、条件１、２の合計２つが、構成要

素 “信号生成手段” が「生成する」という動詞による

命題実現のための条件数となっている。各条件を満た

す確率に多少の差異があることを考慮しても、この条

件の判断ステップ数が増加するに従い、換言すれば図

１に示す条件を規定する格成分（四角いマスの数）が

増加するに従い、その動詞句が係り受けする構成要素

に該当する可能性が低くなることを意味しており、そ

の可能性の低下した分、技術的範囲が狭まることを示

している。逆に、格成分数が少ない場合には、動詞に

よる動作開始のための条件数が減少し、その動詞句が

係り受けする構成要素に該当する可能性が高くなるこ

とを意味しており、その分において技術的範囲が広が

ることを示している。

　このように格成分数（条件数）が、動詞による動作

開始可能性、ひいては命題実現の可能性を支配し、こ

れが技術的範囲の広狭に影響を及ぼすものであるか

ら、特許請求の範囲の数値化方法の最小抽出単位を格

成分として、この動詞に係り受けする格成分数をカウ
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図１　構成要素 “信号生成手段” の
格支配関係の模式図



51

技術と経済　2009.9

ントすることにより、技術的範囲の広さに応じた数値

化を実現することができるものと考えられる。なお、

実際の特許請求の範囲の記載から格成分数を測定した

例を後述する付録に示す。

４　権利形成過程における特許請求の範囲の
　　格成分数を用いた定量化

　特許出願から権利化に至るまでの権利形成過程にお

いて、特許発明の技術的範囲は、ａ）当初の独立請求

項（通常は請求項１）に基づく格成分数（出願発明の

技術的範囲の広さに相当）LD1 と、ｂ）その独立請求

項の出願から権利化に至るまでの格成分数（技術的範

囲）の変動量 CLD により表すことができる。独立請

求項に着目した理由は、特許になった請求項のうち、

最も広範な権利は独立請求項であり、特許を実際に活

用する際には、これが基準となる場合が多いためであ

る。

　図２は、縦軸を独立請求項における格成分数とし、

高いほど限定度合が増加して技術的範囲が狭くなるこ

とを意味している。最終的に取得される当該特許の独

立請求項に基づく格成分数（特許発明の技術的範囲の

広さに相当）LD2 は、出願時における格成分数 LD1 に

CLD を加算したものとして表される。  

　図３は、かかる傾向を模式的に示したものであり、

出願時から特許時に至るまで限定度合は LD2 から LD1
に至るまで増加する結果、技術的範囲の広さが狭くな

る。その結果、LD2 が高くなってしまった場合（図３

中の LD2 の領域が狭小化する場合）や、CLD が大き

くなってしまった場合（図３中の LD1 から LD2 への

狭まる度合）には、実際に取得した特許により戦略対

象技術を包含することができなくなる可能性が高く

なる。

　このため、特許請求の範囲の記載を最適化するため

の権利化実務マネジメントを行う上で、これら LD1、

CLD を１つの制御対象として着目することがより重要

となる。

　この制御対象としての LD1 や CLD が何によって決

定されるかについては、先ず創出された発明の構成自

体によって決まるのは勿論である。しかしながら、こ

の創出された発明が同一であったものと仮定した場合

には、実際に権利化実務傾向（１．出願前の先行文献

調査並びに対比判断、２．構成要素を検討して特許請

求の範囲の記載に反映）によって LD1 や CLD は大き

く異なる傾向を示すものと仮定している。

　実際に上述した LD1 は、出願時における独立請求

項を格成分数を介して数値化することにより求めるこ

とができ、LD2 は、特許時における独立請求項を格成

分数を介して数値化することにより求めることができ

る。更に、CLD は、総格成分数の増加分としての LD2
－ LD1 から求めることが可能となる。

　この権利形成過程において、仮に発明者から創出さ

れた発明が同一のものであっても、LD1 が相対的に高

くなった場合には、出願から権利化に至るまでの技術

的範囲の変動が小さくなるため CLD が相対的に小さ

くなる場合もある。これに対して出願時において LD1
が相対的に低くなった場合には、出願から権利化に至

るまでの技術的範囲の変動が大きくなるため CLD が

相対的に大きくなる場合もある。このような LD1 や

CLD の大小関係も、出願人の権利化実務傾向毎に特有

の傾向として現れてくるものと考えられる。

　このように、本研究では、出願人毎の LD1、CLD、

並びにこれらの相対的な傾向に基づいて上述した仮説

を検証していく。そして、これらの傾向を調査する上

では、出願人が過去において出願した特許出願におけ

る特許請求の範囲の記載を、上述した定量的指標とし

ての LD1 や CLD により数値化し、分析することによ

り行うことができる。

５　実例分析の条件

　本節では、実際に出願人として電気機器メーカーに
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図２　定量的指標（LD1、LD2、CLD）の説明
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図３　定量的指標（LD1、LD2、CLD）の模式図
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焦点を置き、定量的指標 LD1、CLD を用いた実例分析

を通じて上述した本研究の仮説の検証を行う。

　分析対象としての電気機器メーカーの選定条件とし

ては、年間出願件数 1,000 ～ 6,000 件の上場企業と

し、出願日が 1998 年 1 月 1 日～ 2004 年 1 月 1 日

であって、国際特許分類（IPC）H04B で 100 件以上

特許登録がなされている企業 9社を対象としている。

また各企業の分析案件数は、上記出願日並びに IPC の

条件の下で、それぞれ 100 以上 200 以下の件数とし

ている。

　実際の分析プロセスでは、分析対象となる各特許出

願案件それぞれについて、特許公開公報の記載から、

出願時における独立請求項を格成分より数値化した格

成分数 LD1 を算出し、また特許公報から、特許時に

おける独立請求項を格成分により数値化した格成分数

LD2 を算出し、更にこれらの差分値としての CLD を

求める。ちなみに、出願時よりも技術的範囲の限定が

付加された CLD が１以上の案件は、進歩性、新規性、

29 条の２違反の拒絶理由通知を受けて補正を行った

ものに限定しており、自発補正や 36条違反（記載不備）

等の理由で特許請求の範囲の記載に修正を加えた案件

は分析対象から除外している。

６　結果と考察

　図４は、上述した条件を満たす分析対象企業９社（企

業Ａ～企業Ｉ）のうち企業Ｃ、Ｆについての権利化実

務傾向を示す視覚的な散布図の結果を表している。ち

なみに図４は、横軸が LD1、縦軸が CLDを示している。

　この図４から、企業Ｃ

は、LD1 が相対的に低く、

CLD が相対的に高い領域

においてプロットが多く

分布している。これに対

して企業Ｆは、LD1 は相

対的に高く、CLD が相対

的に低い領域にプロット

が多く分布しているのが

分かる。

　このように LD1 － CLD

の散布図で見た場合、各

企業間において独自の傾

向が現われることが分か

る。このため、企業Ｃ、

Ｆのみならず、全て分析

対象企業９社（企業Ａ～

企業Ｉ）について、傾

向評価値 CLD/LD1 の平

均、LD1 平均値、LD2 平均値、CLD 平均値、傾向評価

値 CLD/LD1 の分散を実際に求めた結果を表１に示す。

なお傾向評価値としての CLD/LD1 は，上述した図４

において、プロットの分布傾向が、右下又は左上の何

れに偏っているかを数値化した指標であり、０に近け

れば右下に、１に近ければ、左上に寄ることになる。

CLD/LD1 平均を各企業Ａ～Ｉ間で相対的に比較するこ

とにより、LD1 や CLD の大小の傾向も判別することが

可能となる。

　表１より、LD1 と CLD の相関係数Ｒは、企業Ａ～Ｉ

何れについても、負であることが示されていた。この

ため LD1 が相対的に高くなる場合には、CLDが相対的

に小さくなる、或いは LD1 が相対的に低くなる場合に
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図４　企業 C、Ｆについての権利化実務傾向を示す
視覚的な散布図の結果

出願人 CLD/LD1

平均

LD1 平均 LD2 平均 CLD

平均

LD1 と CLD

の相関関数R

CLD/LD1

分散

企業 A 0.58 9.06 12.70 3.63 -0.046 0.73

企業 B 0.67 10.21 14.79 4.59 -0.206 1.22

企業 C 0.81 8.37 13.30 4.93 -0.144 1.84

企業 D 0.46 10.71 14.24 3.53 -0.183 0.27

企業 E 0.70 8.67 13.20 4.53 -0.143 0.66

企業 F 0.34 11.35 14.24 2.89 -0.199 0.23

企業 G 0.57 8.19 11.71 3.52 -0.121 0.44

企業 H 0.66 8.04 12.19 4.15 -0.083 0.64

企業 I 0.50 9.17 12.80 3.63 -0.066 0.53

表１　分析対象企業 9社（企業 A～企業 I）の調査結果
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は CLD が相対的に高くなることが、かかる相関係数

Ｒが負になることを通じて現れていた。

　また表１より、LD1 平均値や CLD平均値といったパ

ラメータに加え、CLD/LD1 平均も各企業Ａ～Ｉ間にお

いてそれぞれ独自の傾向として現われていることが示

されている。CLD/LD1 平均は、最大が企業Ｃの 0.81

であり、最低が企業Ｆの0.34であった。これら企業Ｃ、

企業Ｆ間で CLD/LD1 についてｔ検定を行ったところ、

ｔ値は 3.49 と良好な有意差が現われていた。また、

この企業Ｃと企業Ｆの LD1 について t 値を算出したと

ころ、5.29 であり、CLDについて t 値を算出したとこ

ろ 2.69 であり、良好な有意差が現われていた。

　今回の統計分析では、あくまで企業Ｃ、Ｆを例にと

り説明をした。しかし、残りの企業間について、程

度の差はあるものの、上述した表１の結果を鑑みるに

特許請求の範囲の記載が反映される権利化実務傾向が

特有の定量的差異として現われているものと考えられ

る。

　次に、この CLD/LD1 平均に着目し、出願人の間で

現われた権利化実務傾向の差異が生まれる根拠を考

察すべく、先ず CLD/LD1 平均と、CLD/LD1 分散の関

係を調査した。かかる結果を図５に示す。

　この図５に示すように、CLD/LD1 平均が小さくな

るにつれて CLD/LD1 分散が小さくなる。また、CLD/

LD1 平均が大きくなるにつれて CLD/LD1 分散が大き

くなることが分かる。また、CLD/LD1 平均値と CLD/

LD1 分散のプロットから求めた相関係数は、0.836 で

あり、両者間には明確な相関関係があることが分かる。

即ち、CLD/LD1 分散の大小が、言い換えれば、特許請

求の範囲に反映される権利化実務傾向が社内全体で収

束されているか否かが、結果として、企業間における

特許請求の範囲の記載への定量的差異として現れてく

ることが分かる。

　なお、LD1、 CLD は、上述したように特許請求の範

囲の記載に対する出願人毎の権利化実務傾向のみなら

ず、創出された発明の構成自体の影響も当然含まれて

いるものと考えられる。しかしながら、調査対象は何

れも同一分野であり、しかも評価は、出願人毎にそれ

ぞれ 100 件以上の案件の平均に基づいて行っている

ことから、この創出された発明の構成自体の影響は、

権利化実務傾向を論じる上である程度低減できている

ものと考えられる。

７　結論

　本研究では、「特許出願から権利化に至るまでの権

利形成過程において特許請求の範囲の記載に反映され

る権利化実務傾向が企業間において特有の定量的差異

として現れる」という仮説を検証すべく、特許発明の

技術的範囲の広狭に応じた定量的指標として格成分

数を使用し、実際の電気機器メーカーを対象として、

LD1 平均値、CLD平均値、CLD/LD1 平均を求めた。そ

の結果、これら格成分数を使用した各定量的指標から、

各企業間においてそれぞれ独自の権利化実務傾向が定

量的に現われていることが分かった。また、ある２企

業間で、LD1、CLD、CLD/LD1 についてｔ検定を行っ

たところ良好な有意差が現われていた。このため、上

述した仮説を検証することができたことに加え、これ

ら定量的指標 LD1、CLD、CLD/LD1 が企業間の特許請

求の範囲の記載を比較する上で有用であることを確認

することができた。

　更にこの出願人の間で現われた権利化実務傾向の差

異が生まれる根拠を考察すべく、CLD/LD1 平均に対す

る CLD/LD1 分散の相関を調べたところ、これらの間

に明確な相関関係があることが分かった。即ち、権利

化実務傾向が社内全体で収束化されているか、緩やか

に分散しているかに応じて、特許請求の範囲の記載へ

の定量的差異に影響することが示唆されていた。

　以上より、特許請求の範囲の記載に反映される権利

化実務につき、上述した定量的パラメータを通じて企

業間において実体的な差異として現れることを検証す

ることができた。逆に定量的パラメータにおいて企業

間において差異が検出されれば、それを反映する権利

化実務傾向において差異が存在することが示されるわ

けであり、得られた定量的パラメータの値を通じて、

その権利化実務の様々な改善ポイントを抽出すること

が期待できる。即ち、本研究の成果を利用すれば、権

利形成過程における自社の特許請求の範囲の記載を、

他社との間で客観的かつ定量的視点により俯瞰するこ

とにより、新たな改善策を見出す上での判断材料とし
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図５　CLD/LD1 平均と、CLD/LD1 分散の関係
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て役立たせることが期待できる。

（あびこ　げん／たなか　よしとし）
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《付録》

　特開 2000-224111 号の請求項１について実際に格

成分数を測定した例を説明する。

　特開 2000-224111 号（請求項１）

「レーザ光を／変調して／外部に／出射することによ

り／情報を／送信する送信部と、／外部から入射され

たレーザ光を／復調する受信部とを有する光空間伝送

装置（Ａ）において、

　受光したレーザ光を／光電変換して／受信信号を／

生成する光電変換手段（Ｂ）と、

　上記光電変換手段により生成された受信信号を／増

幅する第１の増幅手段（Ｃ）と、

　上記第１の増幅手段により増幅された受信信号を／

増幅する第２の増幅手段（Ｄ）と、

　上記第１の増幅手段により増幅された受信信号の低

周波成分を／検出し、／検出した低周波成分に基づき

／上記第１の増幅手段の出力が一定となるように／上

記第 1の増幅手段の増幅度を／制御する第１の制御手

段（Ｅ）と、

　上記第１の増幅手段により増幅された受信信号の高

周波成分を／検出し、／検出した高周波成分に基づき

／上記第２の増幅手段の出力が一定となるように／上

記第２の増幅手段の増幅度を／制御する第２の制御手

段（Ｆ）と、

　を備えることを特徴とする光空間伝送装置」

（“／” で囲まれた太字部分が格成分）

　いわゆるおいて書きで記載された前段部としての光

空間伝送装置（Ａ）と、光電変換手段（Ｂ）と、第１

の増幅手段（Ｃ）と、第２の増幅手段（Ｄ）と、第１

の制御手段（Ｅ）と、第２の制御手段（Ｆ）と、の構

成要素からなる。

　光空間伝送装置（Ａ）は、「レーザ光を」「外部に」

「情報を」「外部から入射されたレーザ光を」の４つの

条件からなるため、格成分数が４である。光電変換手

段（Ｂ）は、「受光したレーザ光を」「受信信号を」の

２格成分数からなる。第１の増幅手段（Ｃ）は、「上

記光電変換手段により生成された受信信号を」の１格

成分数からなる。第２の増幅手段（Ｄ）は、「上記第

１の増幅手段により増幅された受信信号を」の１格

成分数からなる。第１の制御手段（Ｅ）は、「第１の

増幅手段により増幅された受信信号の低周波成分を」

「検出した低周波成分に基づき」「上記第１の増幅手段

の出力が一定となるように」「上記第１の増幅手段の

増幅度を」の４つの条件からなるため、４格成分数

となる。第２の制御手段（Ｆ）は、「上記第１の増幅

手段により増幅された受信信号の高周波成分を」「検

出した高周波成分に基づき」「上記第２の増幅手段の

出力が一定となるように」「上記第２の増幅手段の増

幅度を」の４つの条件からなるため４格成分数とな

る。このため、構成要素Ａ～Ｆの格成分数の合計は、

16 であることから、この請求項における総格成分数

（total_LD）は、16 である。そして、この格成分は、

何れも上述した形態素を介して抽出することが可能と

なる。


